
令 和 元 年 ９ 月
総務省行政評価局

ＥＢＰＭ推進に係る行政評価局の取組状況
― 実証的共同研究の実施 ―



○ 「統計改革推進会議最終取りまとめ」（平成29年5月）において、以下のとおりとされた。
・ 各行政機関は、証拠に基づく政策立案（EBPM：Evidence-Based Policy Making）を推進し、政

策評価を政策改善と次なる政策立案につなげていく。
・ EBPMのリーディングケースの提示を目指し、総務省行政評価局、関係府省及び学識経験者

による政策効果の把握・分析手法の実証的共同研究を行う。

○ また、小倉將信総務大臣政務官（当時）主催の「EBPMに関する有識者との意見交換会」（平成
30年３月～７月）で得られたEBPM推進に向けた知見を、共同研究の分析に活用。

実証的共同研究について
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【参考２】共同研究のテーマ
昨年度：① IoTサービス創出支援事業（総務省）、②女性活躍推進（内閣府、厚生労働省）、

③ 競争政策における広報（公正取引委員会）、④訪日インバウンド施策（観光庁、内閣官房まち・ひと・しごと創成本部事務局）
現在取組中：財政教育プログラム（財務省）、地方公共団体の行動変容につながる効果的な普及啓発手法（環境省） 等

【参考１】予算額：H30・8,500万円、R１・8,700万円、R２・7,400万円 （要求予定）

○ ロジックモデルの構築、政策効果の分析に係る知見、データ収集に係るマンパワー等をサポー
トすることで、各府省のEBPMの実践を後押し。

○ ロジックモデルの有用性、分析手法の選択の視点など、具体的事例から得られた知見を共有
し、各府省のEBPMの実践を後押し。

＜経緯＞

＜目的＞
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ロジックモデルの作成【4テーマ共通】
政策効果の発現メカニズムを構造化・視覚化 → 分析の目的・枠組み・重点ポイント等を明確化

女性活躍推進IoTサービス創出支援事業 競争政策広報 訪日インバウンド

分析目的
個別モデル事業の政策効果
を把握するとともに、事業
の継続性や他地域への展開
可能性について検証。

結果の活用
次年度以降の新規事業にお
けるタテ展開・ヨコ展開等
の判断材料として活用。

分析手法
個別事業のニーズ、デザイ
ン、プロセス、政策効果等
について体系的に分析。
事業の特性に応じた以下の
ような手法を用いて、各コ
ンソーシアムが政策効果の
把握を実施。

分析目的
企業の女性管理職比率等の
公表義務付けの効果（女性
管理職比率等に与える影
響）を把握。

結果の活用
労働政策審議会での審議や、
中小企業への情報公表の後
押しとして活用。

分析手法
企業アンケート及び既存の
公的統計により、過去に
遡って施策の実施前後の状
況のデータを収集し、以下
の手法で分析。
• RD （回帰不連続デザイ

ン）
• DID（差の差分析）
• 回帰分析

分析目的
広報手段の違いやその実施
方法の違いによる広報効果
の違いを検証。

結果の活用
広報手段やその効果的な実
施方法の選択に当たり、判
断材料として活用。

分析手法
実際に広報事業を実施して
データを取得し、以下の手
法で分析。
• RCT （ランダム化比較試

験）
• 回帰分析

分析目的
地域観光づくりを担うDMO
による取組の効果（訪日外
国人観光客の集客に与える
影響等）を把握。

結果の活用
各DMOの取組を推進する方
策を検討する上で有益な材
料として活用。

分析手法
民間事業者が保有するビッ
グデータを活用し、コンテ
ンツ発信施策等による滞在
人数、滞在時間及び購買額
並びにSNSへの投稿の変化
を以下の手法で分析。
・事前事後分析
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○ 平成30年度の実証的共同研究の4テーマの分析の全体像
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昨年度の実証的共同研究について



手順１. ロジックモデルを作成することにより、政策の目的や手段を吟味。

手順２. 政策効果を適切に把握するための指標やその目標値を特定。

手順４. １～３によって把握した政策効果やそのエビデンスを政策の改善と次なる政策立案に活用。

EBPMを実践する政策立案の手順（イメージ）
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手順３. エビデンスを収集し、これに基づき政策効果を把握。

（注）ロジックモデルのどの段階で政策効果を把握するのかについて、次の手順３を念頭に置きながら、
予め十分に吟味することが重要。

企業の人事担当者が
シンポジウムに参加

企業における育児と仕事の
両立支援のための制度充実

育児と仕事
の両立 少子化問題の解消

目的① 目的② 目的③ 目的④手段
仕事と家庭の両立のため
の企業向けシンポジウム

（例）

企業の人事担当者が
シンポジウムに参加

企業における育児と仕事の
両立支援のための制度充実

育児と仕事
の両立 少子化問題の解消

目的① 目的② 目的③ 目的④手段
仕事と家庭の両立のため
の企業向けシンポジウム

（例）

【政策効果１】シンポジウムの参加企業が、「育児と仕事の両立支援のための制度」（両立支援制度）を導入。
【エビデンス】シンポジウムの参加企業のうち、両立支援制度を導入した企業の割合。
【政策効果２】両立支援制度を導入した企業において、出産後も従業員が仕事を継続。
【エビデンス】出産後も仕事を継続した従業員の割合について、両立支援制度を導入した企業とそうでない企業

とを比較した結果。

（例）

（注）政策の手段や目的をどのように設定するかについて、次の手順２・３を念頭に置きながら、
予め十分に吟味することが重要。

参加企業数
目標：〇企業

制度導入率 出産後も仕事を継続
した従業員の割合



広報施策の効果をより正
確に把握するためのエビ
デンスは何か。

独占禁止法・下請法等
の的確な運用（相談、
普及・啓発）

競争政策に対する
普及・啓発

事業者から
の相談

独占禁止法違反行為に対
する措置

独占禁止法違反の疑いが
ある場合の調査

下請法違反に対する措置

下請法調査の実施

独占禁止法教室

独占禁止法・下請法等
の的確な運用（法執
行）

一般消費者の
利益確保
国民経済の民
主的発展

独占禁止
法・下請法
等の違反ゼ
ロ

独占禁止法等の内容、公正取引委員会
の活動について、誰に対して、どこま
で理解してもらうのか？

公正かつ自
由な競争が
行われてい
る社会

競争政策に
対する国
民・事業者
の理解

消費者セミナー

相談対応

事例集

下請法講習会

エビデンス（効果把握）

１年後の公正取引委員会は、
どのような組織を目指すのか。
そのための戦略をどう考えるか。
（ex.独占禁止法教室の強化等）

公正取引委員会の活動について、
対外的にどのように見られたいのか。

競争政策におけ
る広報の課題

有識者懇談会

事業者向け
普及・啓発

一般国民
向けの普
及・啓発

一日公正取引委員会

報道発表
共通

独占禁止法ガイドライン講習会

→次のページ参照
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：共同研究で対象とした広報施策

（個別事例）競争政策における広報施策①



・セミナーのプログラムの効果測定については、従来、
参加者へのアンケートにより行われていたが、客観的
な効果（参加者の競争政策に対する理解度の向上）の
把握は行われていなかった。

・今回の共同研究により、学識経験者の知見も活用し
て、シミュレーションゲームの効果を定量的に把握する
ため、クラスターランダム化比較試験を用いて検証（注）。

消費者セミナーの開催
（シミュレーションゲームを実施）

アウトカム（政策効果）

消費者セミナー参加者
の競争政策に対する
理解度向上

公正かつ自由な競争の実現
一般消費者の利益確保消費者セミナーの開催

（シミュレーションゲームを実施せず）

アクティビティ（活動）

消費者が
消費者セミナーへ参加

アウトプット（産出物）

(%)

73

73.5

74

74.5

75

75.5

76

76.5

処置群 対照群

処置群・対照群の正解率の差

76.27

74.16

正解率が約2.11
ポイント大きい

分析の結果、ゲームを利用したセミナーで、
理解度や正解率が高まる可能性が示された。

クラスターランダム化
比較試験のイメージ

処置群

対照群

① ② ③

④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨

③ ⑤

⑥ ⑦

① ②

④ ⑧ ⑨

（注）セミナーの実施後に参加者に対してクイズを実施し、ゲームを利用したセミナーと、
そうでないセミナーとの間における参加者のクイズの正解率の差を、「クラスター
ランダム化比較試験」により分析。
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（個別事例）競争政策における広報施策②



○ ロジックモデルを作成することで政策の目的や手段を吟味し、政策を動かして得ら
れるエビデンスを念頭に置いて、政策効果を適切に把握するための指標やその目標
値を特定することが重要。

○ 個々の政策のロジックモデルの作成のみならず、より大きな政策目的が共通するこ
とで政策が束ねられる場合には、複数のロジックモデルをまとめた政策の「全体像」を
作成することで、個々の政策の役割分担や効率的なエビデンスの収集の在り方など
について政策担当者自身が俯瞰して理解することができる。

○ ロジックモデルは一度作成して終わりではなく、政策を動かして得られるエビデンス
を参照しながらロジックモデルに立ち戻り、政策の目的と手段との関係を見直し、ひい
ては政策の改善を行うために活用することが重要。
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共同研究から得られたEBPMの実践において重要な視点



○ 今後も、各府省の協力を得つつ共同研究を行い、具体の政策を題材にした実例や
そこから得られたEBPMの実践に資する知見を発信。（令和２年度：7,400万円要求予定）

○ 各府省におかれては、以下の点も踏まえ、積極的な共同研究の活用をお願い。
（今年度のテーマ追加も可能）

＜活用の視点＞
・ 共同研究により、若手も含めた職員がEBPMの観点での具体的な政策立案を
体感することで、政策立案能力を向上させる機会となる。

・ 共同研究は、内閣官房行政改革推進本部事務局の「実例創出」（※）の対象と
なっている。
（※）令和元年6月21日付け事務連絡。

・ 共同研究の対象は、予算事業に限らない。

今後の取組について
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【参考】昨年度の研究結果の公表
実証的共同研究の結果については、総務省の「政策評価ポータルサイト」にて公表。

URL：http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/chousakenkyu.html

総務省のトップページ＞政策＞国の行政制度・運営＞行政評価＞政策評価ポータルサイト

報告書 総論

テーマごとの報告書
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「政策評価制度」
のタブから「調査
研究」を選択し、
調査結果のペー
ジを表示します。

報告書の「総論」
やテーマごとの

「詳細な報告書」を
御覧になれます。


